
電話

（第 4 章）

（第 5 節）

（第　 3

年度

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

（目的の達成
度を測るもの
さし）

事故発生件数（施設関連） 0 0
成果指標

（事務事業の
活動量や実
績）

指標の設定は困難
活動指標

指　　　標 指　　　標(算式）
指　　　標　　　値

16年度目標値 最終目標値

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事
業はこの欄に単年
度の概算額を記入

0 0

　総　事　業　費 ①＋④ 0 30,465 0 0

人 　件 　費
（概算）

④＝②×③ 0
9,000

②人　数（年間） 0.20
③１人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

1,800

①合　計 28,665 0 0

その他特財

道支出金

直接事業費

国支出金 21,000

地方債

一般財源 7,665

【費用の推移】 （単位：千円）

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

実施計画額 予算要求予定額 毎年度

施策 施設の整備と運営 施策）

　手　　　段
(ここから活
動指標を導
きます）

市が行う事
務事業の具
体的な実施
内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

１6
年
度

　コンクリート壁及び内外野フェンスに安全マットを設置。

17
年
度
以
降

　目　　　的
(ここから成
果指標を導
きます）

豊な心と個性ある文化をはぐくむまち

節 スポーツ・レクリェーション

対　　象
(誰､又は何を) 　野球愛好者

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよ
うな状態にしたいの
か）

　野球愛好者が練習、試合問わず安心して野球に没頭できる野球場を提供し、野
球というスポーツを通じて体力増進、健康増進を図るとともスポーツ意識の高揚を
図る。

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要
望等）

　同球場は、昭和６０年度に建設され、その後周辺住民から飛球事故の苦情もあって平成３年度
に飛球防止ネットを設置したところであるが、近年、選手がプレー中にコンクリート壁及び上部フェ
ンスに激突し、怪我をする事故が発生しており、施設を改善するよう軟式野球連盟より安全対策
の要望が寄せられている。

１　計　画　（プラン） 総合計画(第１次実施計画） □　あり ■なし

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

章

事務事業開始年度16年度
根拠法令等 北広島市都市公園条例

　〃 終了予定年度 16年度

課長職名 松尾定治 作成日 平成１５年事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 山内平一郎

別紙２  平成１６年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

整理番号 43‐23 事務事業名
北広島市緑葉公園野球場安
全マット設置事業

作成部署 生涯学習部体育課 内線890



行財政構造改革推
進本部の総合判定

■実施する

　プレーヤーが安全に安心して利用できるよう、実施する。

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

※以下の欄は記入しないでください。

【２次評価】 　判　　　　定 今後の方向性等

事務事業担当部局
の総合的な考え方

■実施する
　施設改善により安心してプレーできるようになることから、早急
に実施する必要がある。なお、その他の課題として、選手の更
衣室、試合前の練習場が必要なこと。また、緑葉公園全体で考
えると野球場、テニスコート、多目的グランドの同日大会の際の
駐車場対策を検討していく必要がある。

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

３　総合判定と今後の方向性
【1次評価】 　判　　　　定 今後の方向性等

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

■Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 ■16年度から着手する必要がある

　事故を防ぐため、早急に着手する必要がある。【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

　改修によって、利用者が安全にプレーできるよう
になり、又、施設の充実により、利用者増が期待
できる。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

受益者負担の必要性 ■受益者負担を求める必要がある 　使用料は、平成元年消費税導入以来、現行の
使用料のままで、平成３年度にバックスリーン、得
点版、カウント表示板の設置、今回は、防護マッ
ト、フェンス等の設置で約２９，０００千円を導入す
るため、利用者からの応分な負担を求める必要が
ある。

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

□受益者負担を求めることは可能である

□受益者負担になじまない

手段の妥当性 ■適切である

　市の施設で維持管理を行っており、防護フェンス
等を設置して安全対策を講じることは利用者に
とって安心して利用できることから適切である。

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□他の手法がある

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

目的の妥当性 ■妥当である

　コンクリート壁及びフェンスに激突して怪我をす
る事故が去年から今年にかけて５件発生してお
り、施設の改善が必要である。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□概ね妥当である　

□妥当でない

項　　目 判　定 理由・方法等
市が実施する必要性 ■市が実施すべき事務事業である

　市の施設であり、当然実施すべき改修事業であ
る。

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

□民間等への移管は可能であるが当面　

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

２　評　価　（チェック）

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

整理番号 43‐23


